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　長野県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布します。

　　令和６年１月29日

	 長野県公安委員会委員長　矢ケ崎　　　学

長野県公安委員会規則第１号

　　　長野県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

　長野県道路交通法施行細則（昭和35年長野県公安委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

　第24条第３項第２号中「、長野市松代交番」を削る。

　　　附　則

　この規則は、令和６年３月１日から施行する。

東北信運転免許課

長野県告示第54号

　農林水産大臣から、次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条

の規定により告示します。

　　令和６年１月29日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　保安林予定森林の所在場所

　　木曽郡王滝村4940 の５・4940 の 17（以上２筆国有林。次の図に示す部分に限る。）

２　指定の目的

　　土砂の崩壊の防備


